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１ はじめに 
 

タイでは 2017 年 6 ⽉ 23 ⽇に外国⼈の就労管理に関する緊急勅令が出され、外国⼈の就
労法について改正がなされたばかりでしたが、2018 年 3 ⽉ 27 ⽇に再び緊急勅令が発布さ
れ、翌 28 ⽇から同改正が施⾏されています。以下の改正ポイントに加えて、刑事罰の⼀部
が緩和されております。詳細について情報が必要な⽅は別途ご連絡下さい。 

今回の改正内容について、以下に概要を記載します。 
 
２ 就労の定義変更 
 

2017 年の緊急勅令では、2008 年の外国⼈就労法における「就労」の定義を変更し、「報
酬または利益の有無を問わず、職業⾏為または仕事を⾏うため⾝体的活動⼜は知識を⽤い
ること」としました。この定義は曖昧で多義的であることから、明確な「就労」概念を観念
することは困難でした。 
 
 今回の改正では、「就労」は「外国⼈事業ライセンス保有者がその事業⾏為をする場合を
除き、被雇⽤者であるか否かを問わず職業⾏為を⾏うこと」と変更されました。しかし、こ
の定義も未だ曖昧だと考えられますので、今後の実務の運⽤に注視しつつ、就労に該当しう
る⾏為を⾏う際には慎重な検討をしていく必要があります。 
 
３ ワークパーミットの取得が不要な類型の拡⼤ 
 
 今回の改正により、労働許可証の取得が不要である⾏為類型が拡⼤されました。以下の外
国⼈は、労働許可証を取得せずに当該⾏為を⾏うことが可能となります。ただし、➂につい
てはどのような活動が想定されているのか明らかとされておらず注意が必要です。 

①以下の⽬的で頻繁ではなく時折タイに⼊国する外国⼈：意⾒を述べ、講義をし⼜はプレ
ゼンテーションを⾏うために会議に参加⼜はこれを開催。講習会、セミナー、展⽰会、
⼜はスポーツ⾏事への参加。内閣により定められた活動。 

➁内閣が指定する要件に該当する投資⼜は事業に従事する者、専⾨家、熟練者、⼜は国の
発展に貢献する能⼒、技術を持つ外国⼈ 

➂外国⼈事業法（FBA）により外国⼈事業許可を受けた外国法⼈の代表者 



 

 
４ 緊急業務届による労働期間の延⻑ 
 
(1)改正前 

⼀定の業務リストに該当する場合であり、かつ 15 ⽇以内であれば緊急業務届を提出す
ることでその業務の実施ができました。 
 

(2)改正後 
 ⼀定の業務リストに該当する場合であれば、緊急業務届を提出することにより、15 ⽇
以内の業務の実施ができる点では変更はありません。改正により、最初の 15 ⽇を経過す
る前に申請することで更に 15 ⽇の延⻑をすることが可能になりました。新しい業務リス
トは未発表であり、近⽇中に発表される予定です。 

以 上 
 

「One Asia Lawyers」は、⽇本および ASEAN 各国の法に関するアドバイスを、シームレスに、

⼀つのワン・ファームとして、ワン・ストップで提供するために設⽴された⽇本で最初の ASEAN

法務特化型の法律事務所です。 

当事務所メンバーは、⽇本および ASEAN 各国の法律実務に精通した専⾨家で構成されてい

ます。⽇本および ASEAN 各国にオフィス・メンバーファームを構えることにより、⽇本を含め

た各オフィスから ASEAN 各国の法律を⼀括して提供できる体制を整えることに注⼒しており

ます。 

本記事に関するご照会は以下までお願い致します。 

yuto.yabumoto@oneasia.legal 
 


